
◯ 令和２年３月末までに、落合の丁字路交差点の信号機が交通量減少に伴い撤去されます。
信号機撤去後は、横断歩道は残り、西側の道路には新たに一時停止の交通規制が設置されま

す。

◯ 一時停止側の道路では、停止線の直前で一時停止し、左右の安全を良く確認してから通行しま

しょう。
◯ 横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断者の有無をよく確認し､歩行者がいる時は

停止して進路を譲りましょう。

◯ 歩行者の方は左右の安全を良く確認してから、横断歩道を渡りましょう。
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